
4．設備の改修等工事があった場合、工事期間中の点検を行うことがある。 

電気事業法第４２条第１項の規定による保安規定「別表」より 











隔月または 

別紙（参考） 

なお、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項があるときは、必要な 

4. 経済産業大臣が、電気事業法第 107条第 2項にもとづいて行う立入検査には、そのつど
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電気施設点検業務特記仕様書 
 

 

 

１. 点検回数 公共上屋樽川１号   １２回（毎月）（月次12回、年次 1回） 

公共上屋樽川２号（偶数月）  ６回（隔月）（月次 6回、年次1回） 

公共上屋花畔２号 （奇数月）  ６回（隔月）（月次 6回、年次1回） 

公共上屋花畔３号   １２回（毎月）（月次12回、年次 1回） 

花畔４号荷捌地電気施設  １２回（毎月）（月次12回、年次 1回） 

花畔１号荷捌地電気施設     １２回（毎月）（月次12 回、年次1回） 

花畔ふ頭橋形クレーン施設  １２回（毎月）（月次12回、年次 1回） 

東小型船溜陸電施設  １２回（毎月）（月次12回、年次 1回） 

 

２. 業務内容 電気事業法第４２条第１項に定める保安規定に基づき、点検を行う。 

 

３. 業務報告 点検報告書について、点検を行った翌月１０日までに提出する。 

なお、報告書様式については別紙参照のこと。 

また、故障等異常発見の時はその都度報告する。 

 

４. その他 作業を行うにあたり、関係法令を遵守すること。 

各施設の容量等に変更が生じた場合は別途協議とし、設計変更により対応する。 

年次点検においては、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の電気主任技術者による 

有無の確認を行うこと。 

 


